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２０２０年度における中間年の薬価調査について（緊急声明） 

 
 

２０２０年度における中間年の薬価調査については、本年６月 10日の中央社

会保険医療協議会薬価専門部会において、当連合会として、新型コロナウイル

ス感染症の終息が見通せない状況の中、例年とは全く異なる環境にあり、「中

間年の薬価調査を実施できる状況ではない。」との意見陳述をさせていただい

たところ、診療側委員及び日米欧の製薬団体からも、同様の認識であると表明

していただいたところであります。 

 

これは、医療や医薬品流通の現状が、新型コロナウイルス感染症により、医

療機関等においては、外来受診の抑制や入院による手術延期などの状況の中、

その対応に全力で取り組んでおられることや、医薬品卸においては、感染拡大

防止の観点から、配送回数、配送体制など様々な工夫を行い、医療機関や保険

薬局に対し営業活動を自粛し、医薬品供給を最優先に万全の取り組みを行って

いることから、全く余裕がない状況であることが、共通認識になっているから

と考えております。 

 

５月 25日には緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルス感染症

が終息したわけではなく、再び新規感染者が増加しつつある状況の中、第２波、

第３波が発生しないよう医療機関、保険薬局とともに、医薬品卸においても、

感染予防や感染拡大防止への取り組みに努めており、通常と同様の適切な価格

交渉ができない状況が継続するものと考えています。    

このような状況において、無理に薬価調査を実施した場合、医薬品の価値を

踏まえた取引価格のデータが得られないなど、薬価調査の結果には疑問がある

と言わざるを得ません。 



 

 

 

中医協終了後には、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会において、

薬価改定に必要な適切な市場実勢価格の把握が困難であることなどから、来年

度の薬価改定のための薬価調査については、その実施を見送るようにと発表さ

れており、日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会においても、同様に来年予

定されている中間年の薬価改定の実施は２０２３年以降に延期するべきであ

ると提案されています。 

 

そもそも、中間年の薬価調査の実施については、流通改善が前提だったはず

であり、中医協も経済財政諮問会議も適切な市場価格の形成のための流通改善

を求めてこられました。一方、現場は流通改善どころではない状況に置かれて

います。仮に、２０２０年度における中間年の薬価調査の実施を決定するとす

れば、これまでの経緯や現場の実態を全く考慮していないものと言わざるを得

ません。 

 

当連合会としては、仮に、２０２０年度における中間年の薬価調査の実施を

決定されても、納得できるものではありません。   

  医薬品卸は、いついかなる時でも、医療機関や薬局などに医薬品を安全かつ

安定的に供給することが最大の社会的使命であり、医療関係者が未曾有の困難

に直面している今回ばかりは、その使命を全うさせていただきたいと考えてお

ります。 

    



2020年度における中間年の薬価調査について
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当連合会としては、仮に、2020年度における中間年の薬価調査の実施を決定されても

納得できるものではなく、医療関係者が未曾有の困難に直面している今回ばかりは、

医薬品卸の最大の使命である、医薬品の安定供給を全うさせていただきたい。

・ そもそも、中間年の薬価調査については、流通改善が前提だったはずであり、適切な市場実勢価格の形成に向けて、

全ての流通当事者が医薬品の流通改善に取り組んできたところである。

・ 通常と同様の適切な価格交渉が行えておらず、流通改善どころではない。

・ 医療機関等においては、外来受診の抑制や入院による手術の延期などの状況の中、新型コロナウイルス感染症への対応

に全力で取り組んでいる。

・ 医薬品卸においても、感染拡大防止の観点から、配送回数、配送体制など様々な工夫を行い、医療機関や保険薬局に対

し営業活動を自粛し、医薬品供給を最優先に万全の取組みを行っており、全く余裕がない状況。

・ 緊急事態宣言が解除された現在においても、再び新規感染者が増加しつつある状況の中、第２波、第３波が発生しないよ

う、感染予防や感染拡大防止への取組みに努めており、通常と同様の適切な価格交渉ができない状況が継続するものと

考えている。

医療の現場、医薬品卸とも、薬価調査に応じる余裕が全くない状況

そもそも、中間年の薬価調査については、流通改善が前提だが、真逆の状況

このような状況下で、無理に薬価調査を実施した場合、医療や医薬品関係団体の意見を踏まえて

いないだけでなく、これまでの経緯や現場の実態を全く考慮していないと言わざるを得ません。


